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高止まりする自殺者数と急がれる対策 
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◆４月から制度改正 
 
 

◆急がれる自殺防止への取組み 

昨年１年間に自殺した人は全国で 3 万 3,093 人。

10 年連続で３万人を超えたことが、警察庁のまとめ

で判明しました。こうした現状を踏まえ、自殺防止

への取組みが急務となっています。 

 

◆警察庁の自殺統計データから 

昨年の自殺者数は前年よりも 2.9％増加し、2003

年の 3 万 4,427 人に次いで過去２番目の高水準と

なりました。男性が全体の約７割を占める 2 万

3,478 人で、女性は 9,615 人でした。30 歳代と

60 歳以上は過去最多となり、特に 60 歳以上は自殺

者全体の 36.6％と３分の１を超えました。人口 10

万人当たりの自殺者を示す「自殺率」は、50 歳代が

38.1％と最も高くなっています。 

また、警察庁は昨年、自殺統計原票の原因動機や

職業分類を見直し、自殺防止対策に役立てるために

今年から詳細なデータを発表しています。細かな項

目では「うつ病」（6,060 人）が全体の 18％を占め

最多となり、「身体の病気」（5,240 人）、「多重債務」

（1,973 人）の順となっています。また、介護や看

病疲れが理由とみられる 265 人の内分けについて

は、60 歳以上が 153 人を占めました。 

職業別では、無職が全体の半数以上に上る 1 万

8,990 人、会社員などの被雇用者が 9,154 人、自

営業者が 3,278 人、学生や生徒は 873 人となって

います。都道府県別の自殺者数は、東京都が最も多

く、次いで大阪府、神奈川県の順となっています。 

なお、警察庁の自殺統計は、死亡届をもとに集計

する厚生労働省の人口動態統計より、人数が多くな

る傾向があります。これは、死亡届を出した後に警

察の調べで自殺と判明したケースや、日本国内で自

殺した外国人なども数に含まれるためです。 

 

◆「自殺対策基本法」と「自殺総合対策大綱」 

政府は、自殺者数を減少しようと、相談体制の整

備、自殺防止のための啓発、調査研究の推進等に取

り組んできました。そこで 2006 年に制定されたの

が「自殺対策基本法」です。この法律は、自殺を個

人的な問題としてのみ捉えるのではなく、社会的要

因を踏まえ、社会的な取組みとして対策を実施する

べきであるという理念のもと、自殺の防止を図り、

併せて自殺者の親族等に対する支援の充実を図るこ

とを目的としています。 

さらに、この基本法に基づき、政府が推進すべき

自殺対策の指針として「自殺総合対策大綱」が策定

されました。 
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しかし、自殺者数の減少傾向はみられないのが現

状です。スタートして間もない法律でもあり、具体

的な形での効果はまだ出ていないといえます。今後

に向けて、早急な対策が急がれます。 

 


